
平成 26 年 9 月 29 日 

北海道中央バス株式会社 

中央バスカード・買物回数券の発売終了及びその後の対応について 

 

 いつも、中央バスをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 既にご案内しておりますとおり、中央バスでは、中央バスカードと買物回数券の発売を、

平成 26 年 9 月 30 日をもって終了させていただきます。 

 発売を終了する券種につきましては、下記の通り対応いたしますのでご案内いたします。 

 

記 

１．発売終了券種 

  中央バスカード全券種 

  （1,100 円券、3,300 円券、5,500 円券、11,500 円券、福祉割引/こども券、 

   札樽間高速バス共通カード 3,300 円券・11,500 円券の計７券種） 

  買物回数券全券種 

  （150 円券、160 円券、180 円券、190 円券、200 円券、210 円券、220 円券、 

   230 円券、240 円券の９券種） 

 

２．今後の対応 

（1）バスでの利用 

  平成 27年 3月 31日（火）までは従来通りご利用いただけます。 

 

（2）払戻 

①使用終了日（平成 27年 3月 31日）まで 

【中央バスカード】 

・ 従来通り、使用開始前（未使用）券のみ発売金額（株主割引等割引発売したものは

その購入額）で払戻をいたします。 

・ その際、払戻手数料（１枚あたり 200 円）をお支払いただきます。 

【買物回数券】 

・ 従来通り、表紙がある場合に限り未使用券片の払戻をいたします。 

・ 払戻金額は以下の算式となります。 

 表紙に記載した発売金額（株主割引等割引発売したものはその購入額） 

－使用した券片の表示金額合計－払戻手数料（200 円） 

※上記算式でマイナスとなった場合は、払戻金額はありません。 

 

  

  



②使用終了日翌日（平成 27年 4月 1日）から（平成 32年 3月 31日までを予定） 

【中央バスカード】 

・ 使用開始前（未使用）券以外に使用途中券も払戻をいたします。 

・ 払戻金額は、カード残額からプレミアム分（株主割引等割引発売したものはその割

引分も含む）を差し引いた金額（10 円単位四捨五入）となります。 

・ なお、払戻手数料はいただきません。 

例１：通常購入の中央バスカード 5,500 円券（プレミアム率 9.1％）の場合 

       残額 5,500 円（未使用券）→払戻金額 5,000 円 

（プレミアム分 500 円差引） 

       残額 3,940 円→払戻金額 3,580 円 

（プレミアム分 358.54≒360 円差引） 

   例２：通常購入中央バスカード 11,500 円券（プレミアム率 13.0％）の場合 

       残額 3,940 円→払戻金額 3,430 円払戻 

（プレミアム分 512.2≒510 円差引） 

 

【買物回数券】 

・ 表紙がなくても未使用券片の払戻をいたします。 

・ 払戻金額は以下の算式となります。 

 未使用券片表示額合計×0.8 

※株主割引等割引発売した場合はその割引分も差し引きます。 

    例：通常購入の買物回数券 210 円券片５枚（券面表示合計額 1,050 円） 

      →払戻金額 840 円（1,050 円×0.8） 

 

（3）払戻取扱窓口 

・ 使用終了日翌日（平成 27 年 4 月 1 日）からの中央バスカード払戻について、取扱で

きない窓口又は取り扱い開始が遅れる窓口があります。（確定次第、ご案内いたしま

す。） 

 

 

以 上 

 

 

 


